
1　職員の任免及び職員数に関する状況

　（1）職員の採用・退職の状況（令和5年度実績）

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

人 人 人 人 人 人

　（2）職員数の状況

　　①部門別職員数（各年度4月1日現在）

人 人 5 人

人 人 3 人

人 人 8 人

人 人 0 人

人 人 -2 人

人 人 -2 人

人 人 0 人

人 人 0 人

人 人 0 人

人 人 -2 人

人 人 1 人

人 人 -1 人

人 人 1 人

人 人 -2 人

人 人 -1 人

人 人 4 人

人 人 0 人

人 人 4 人

船井郡衛生管理組合の人事行政の運営等の状況（令和5年度）

区分
採用 退職

男性 女性 計 男性 女性 計

0

技能職 2 1 3 0 1 1

事務職 2 3 5 0 0

計 29 21

会計年度任用
職員（フル）

1

区分
職員数 対前年

増減数
主な増減理由

令和5年度 前年度

合計 4 4 8 0 1

技能職 0

技能職

一般行政
部門

一般職員

事務職 15 10 新規採用

技能職 14 11 新規採用

6 8 会計年度任用職員に異動

計 6 8

再任用
職員（フル）

事務職 0 0

計

0
再任用

職員（パート）

事務職 0 0

2

計 4 5

0 0

事務職 1 3 任期満了

技能職 3

計

技能職（計） 25 25

合計 43 39

4 5

事務職（計） 18 14

会計年度任用
職員（パート）

事務職 2 1 新規採用

技能職 2 4 任期満了



　　②年齢別職員数（令和5年4月1日現在）

0 人 1 人 5 人 5 人 4 人 0 人 人

0 人 1 人 3 人 6 人 4 人 0 人 人

0 人 2 人 8 人 11 人 8 人 0 人 人

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 人

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 6 人 人

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 6 人 人

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 3 人 人

0 人 0 人 0 人 0 人 1 人 4 人 人

0 人 0 人 0 人 0 人 1 人 7 人 人

0 人 1 人 5 人 5 人 4 人 3 人 人

0 人 1 人 3 人 6 人 5 人 10 人 人

0 人 2 人 8 人 11 人 9 人 13 人 人

2　職員の給与の状況

　（1）人件費の状況（令和5年度一般会計決算）

人 千円 千円 千円 ％ ％

　（2）職員給与費の状況（令和5年度一般会計決算）

人 千円 千円 千円 千円 千円

　（注） 1 　職員手当には退職手当を含まない。

2 　職員数については、当該年度4月1日現在の人数である。

3 　再任用職員（パート）及び会計年度任用職員を含めない。

　（3）給与制度の総合的見直しの実施状況について

再任用
職員

事務職 0

技能職 6

計 6

60歳～ 計

一般職員

事務職 15

技能職 14

計 29

区分 ～19歳
20～
29歳

30～
39歳

40～
49歳

50～
59歳

事務職（計） 18

技能職（計） 25

合計 43

会計年度任用
職員

事務職 3

技能職 5

計 8

前年度の
人件費率

区分
住民基本台帳人口
（令和5年1月1日）

歳出総額
A

実質収支
人件費

B
人件費率

B/A

14.3

区分
職員数

A

給与費 一人当たり給与費
B/A給料 職員手当 期末・勤勉手当 計　B

当該年度 43,100 1,913,555 60,850 253,180 13.2%

5,666

　特になし。

当該年度 29 110,123 15,537 38,663 164,323



　　①給料表の見直し

　実施内容

　　②地域手当の見直し

　実施内容

　　③その他の見直し

　実施内容

　（4）特記事項

　特になし。

　（5）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和5年4月1日現在）

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　（注） 1 　「平均給料月額」とは、当該年度4月1日現在における職員の基本給の平均である。

2 　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務

手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らか

にされているもの。

　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊

勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較するため国家公務員と同じベースで再計算し

たもの。

3 　再任用職員（パート）及び会計年度任用職員を含めない。

　（6）職員の初任給の状況（令和5年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

□実施　　　☑未実施

　特になし。

　地域手当なし。

　特になし。

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
平均給与月額

（国比較ベース）

本組合 45.5 285,740 329,941 316,971

京都府 41.3 306,204 395,327 356,207

国 42.4 322,487 ― 404,015

154,600 173,000 154,600

区分 本組合 京都府 国

一般行政職
大学卒 185,200 204,900 185,200

高校卒



　（7）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和5年4月1日現在）

円 円 円

円 円 円

（注）　再任用職員（パート）及び会計年度任用職員を含めない。

　（8）一般行政職の級別職員数等の状況

　　①一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和5年4月1日現在）

1 級 人 ％ 円 円

2 級 人 ％ 円 円

3 級 人 ％ 円 円

4 級 人 ％ 円 円

5 級 人 ％ 円 円

6 級 人 ％ 円 円

7 級 人 ％ 円 円

　（注） 1 　船井郡衛生管理組合職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

2 　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

3 　再任用職員（パート）及び会計年度任用職員を含めない。

　　②昇給への人事評価の活用状況（令和5年4月1日現在）

ア.

イ.

区分
経験年数10年以上～

15年未満
経験年数15年以上～

20年未満
経験年数20年以上～

25年未満

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比
1号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

一般行政職
大学卒 ― ― 381,000

高校卒 ― ― 316,775

主事補及び技師補の職務 9 31 162,100 249,400

主事及び技師の職務 6 21 208,000 305,200

係長、主任及び高度な知識又
は経験を必要とする職務

9 31 240,900 351,000

課長補佐の職務 2 7 271,600 382,000

課長の職務 2 7 295,400 394,000

困難な業務を所掌する課長の
職務

0 0 323,100 411,300

人事評価を活用している

　活用している昇給区分
昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

事務局長の職務 1 3 365,500 446,200

令和５年度中における運用 管理職員 一般職員

　上位、標準、下位の区分

　上位、標準の区分

　標準、下位の区分

　標準の区分のみ（一律） ―  ―

人事評価を活用していない 〇 〇

　活用予定時期 未定 未定



　（9）職員手当の状況

　　①期末手当・勤勉手当

千円 千円

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

　　②勤勉手当への人事評価の活用状況（令和5年4月1日現在）

ア.

イ.

　　③退職手当

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

月分 月分 月分 月分

　（注）　（　　　）内は、再任用職員に係る支給割合である。

　　　　　である。

2.05

区分 本組合 国

1人当たり平均支給額 1,137

人事評価を活用している

　活用している成績率
支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

（0.95）

加算措置の状況
職制上の段階、職務の級等による加
算措置

職制上の段階、職務の級等による加
算措置

令和5年度中における運用 管理職員 一般職員

支給割合
期末手当 2.45 （1.35） 2.45 （1.35）

勤勉手当 2.05 （0.95）

　上位、標準、下位の成績率

　上位、標準の成績率

　標準、下位の成績率

　標準の成績率のみ（一律） ― ―

区分 本組合 国

自己都合 応募認定・定年 自己都合 応募認定・定年

人事評価を活用していない 〇 〇

　活用予定時期 未定 未定

最高限度 47.709 47.709 47.709 47.709

その他の加算措置 ― ―

33.27075

勤続35年 39.7575 47.709 39.7575 47.709

支
給
率

勤続20年 19.6695 24.568675 19.6695 24.568675

勤続25年 28.0395 33.27075 28.0395

退職時特別昇給 ― ―

1人当たり平均支給額 なし ―

　（注）　退職手当の0人当たり平均支給額は、前年度に退職した職員に支給された平均額である。

　（注）　　退手組合については、京都府市町村退職手当組合に加入しており、同組合の規定による支給率



　　④地域手当（令和5年4月1日現在）

千円

円

％ 人 ％

　　⑤特殊勤務手当

千円

円

％

千円 円

千円 円

千円 円

　　⑥時間外勤務手当

千円 千円

千円 千円

　 （管理職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）である。

　　⑦その他の手当

千円 円

千円 円

千円 円

　（注）　職員1人当たり平均支給年額を算出する際の職員数は、当該年度の4月1日現在の総職員数

支給実績（令和5年度決算） 0

支給職員1人当たり平均支給年額（令和5年度決算） 0

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）

支給職員1人当たり平均支給年額（令和5年度決算） 212,500

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和5年度） 54.5

手当の種類（手当数） 3

なし ― ― ―

支給実績（令和5年度決算） 3,825

手当の名称
主な支給
対象職員

主な支給
対象業務

支給実績
（令和5年度決算）

左記職員に対する
支給単価

廃棄物処理施設運
転管理業務手当

当該業務に従事し資
格を有するもの

当該業務技術
管理者等

240 月額10,000

区分 令和5年度決算 前年度決算

支給実績 855 1,014

廃棄物処理手当
当該業務に
従事したもの

廃棄物収集、処理
及び管理等

705 月額5,000

火葬業務手当
当該業務に
従事したもの

当該業務 2,880 月額60,000

職員1人当たり平均支給年額 34 63

手当名 内容及び支給単価
国の制度
との異同

国の制度
と異なる

内容

支給実績
（令和5年度決算）

支給職員
1人当たり

平均支給年額
（令和5年度決算）

住居手当
家賃額に応じて　上限
28,000円

同 ― 1,180 29,500

扶養手当

・配偶者　6,500円
・子　10,000円
（16歳から22歳までの子
5,000円加算）
・その他扶養親族　6,500
円

同 ― 4,531 238,474

通勤手当

・交通機関利用者　運賃相
当額（上限55,000円）
・交通用具使用者　距離に
応じて支給（距離が2㎞以
上に限る）

同 ― 2,450 81,667



千円 円

千円 円

千円 円

　　⑧特別職の報酬等の状況（令和5年4月1日現在）

円 （ 円 ）

円 （ 円 ）

円 （ 円 ）

円 （ 円 ）

円 （ 円 ）

円 （ 円 ）

　（注） 1 　給料及び報酬の（　　　）内は、減額措置を行う前の金額である。

2 　退職手当の「（1期の手当額）」は、1期（4年＝48月）勤めた場合における退職手当の額である。

3　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

　（1）勤務時間の状況

　（2）休暇制度の状況

管理職
手当

・事務局長　給料×14％
・課長　　　　給料×12％
・課長補佐　給料×10％

異 率が異なる 2,656 531,200

特別勤務
手当

休日勤務につき　時間単
価125から150％

同 ―

議長 （年額） 50,000 0

0

管理職
特別勤務

手当

休日勤務につき　6時間以
上6,000円　3時間以上
3,000円

異 一律

副議長

区分 給料月額等

給料

管理者 （年額） 120,000 0

副管理者 （年額） 60,000

（年額） 40,000

副管理者（常任） 0

報酬 0

（年額） 30,000 0議員

530,000（月額）

530,000円×任期年につき315/100 6,678,000 任期毎に支給

勤務時間 休憩時間 1週間の勤務時間

期末手当 副管理者（常任） （令和５年度支給割合） 3.70 月分

退職手当 副管理者（常任）
（算定方式） （1期の手当額） （支給時期）

介護休暇
　職員が要介護者の介護をするため、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲
内で指定する期間勤務しないことが相当であると認められる日又は期間

午前8時30分から午後5時15分まで 正午から午後1時まで 38時間45分

区分 内容

年次有給休暇 　1年につき20日

病気休暇
　負傷又は疾病の場合で、医師の証明書等に基づいて最小限度必要と認める日又は期
間

特別休暇
　選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により、職員が勤務
しないことが相当であると認められる日又は期間

育児休業
　子が3歳になる日までの期間及び子が小学校就学の始期に達するまでの期間のうち、
1日2時間まで（部分休業）



　（3）年次有給休暇の取得状況（令和5年1月1日から12月31日実績）

日 日 人 日 46.8 ％

　（4）育児休業の取得状況（令和5年実績）

人 人

人 人

4　職員の分限及び懲戒処分の状況

　（1）分限処分の状況（令和5年実績）

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

　（2）懲戒処分の状況（令和5年実績）

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人

5　職員の服務の状況

　（1）綱紀保持の取組の状況

　地方公務員は、地方公務員法において、全体の奉仕者としての公共の利益のために勤務し、職務の遂行に

あたっては全力を挙げてこれに専念することとされており、法令等遵守義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務

、職務専念義務、政治的行為の制限、営利企業等の従事制限等の義務が課せられている。

　本組合においては、これら服務規律の確保を徹底するため、随時、機会あるごとに職員に対して綱紀の保持

及び公務員倫理等の徹底を図っている。

931 436 28 15.57

区分 育児休業 部分休業

総付与日数 総取得日数 対象職員 年間平均取得日数 取得率

処分事由　＼　処分の種類 降任 免職 休職 降給 計

男性 1 0

女性 0 0

計

処分事由　＼　処分の種類 戒告 減給 停職 免職

勤務実績不良

心身の故障

職に必要な適格性の欠如

職制、定数改廃、予算減少による廃職等

刑事事件に関する起訴

条例で定める事由

計

法令に違反した場合

職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

計



　（2）職員の営利企業従事等許可の状況（令和5年実績）

　職員は、地方公務員法に基づく本組合の条例において、職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合等を

除き、かつ、地方公務員法の精神に反しないと認める場合に限り、許可を受けて営利企業に従事等することが

できる。

0 件

0 件

0 件

6　職員の退職管理の状況

　地方公務員法により、営利企業等に再就職した元職員は、退職後、離職前の職務に関して、現職職員への

働きかけを行うことが禁止されている。

7　職員の研修の状況（令和5年実績）

　当該年度に実施した研修は以下のとおり。

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体
の役員、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする地位を兼ねるもの

自ら営利を目的とする私企業を営むもの

報酬を得て事業又は事務に従事するもの

区分 研修名等 参加人数

内容 件数

本組合主催

交通安全研修1 36

人権研修 32

救命救急研修 10

交通安全研修2 33

6

管理監督者向けメンタルヘルスセミナー 2

職場運営を円滑にする先読み仕事術 1

法制執務の基礎（読み方・作り方） 4

京都府市町村振興協会主催

新任係長研修 1

法制執務の入門（基本原理） 7

新任課長補佐研修（コンプライアンス・リスクマネジメント） 1

メンタルヘルスセミナー 4

新規採用職員研修（地方自治体法・地方公務員法）

課長研修（ハラスメント） 2

法制執務の応用（実践編） 1

エクセル 16

若手職員前期研修（会計制度・契約事務） 1

広報担当者研修会 1

地方公会計に係る研修会 2



人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

人

8　職員の福祉及び利益の保護の状況

　（1）職員の健康管理の状況

　1年に1回、労働安全衛生法に基づく定期健康診断等を実施（令和5年度実績）

人

人

　受診後の措置として、再検査受診の指示及び指導を対象者に行うとともに、保健指導等を通じて病気の早期

発見及び早期治療の促進に努める。

　また、メンタルヘルス対策として、管理職監督者向けのセミナー受講を積極的に行い、職員のメンタルヘルス

不調の未然防止に努める。

　（2）職員の共済制度の状況

　地方公務員法に基づく共済制度については、京都府市町村職員共済組合に加入し、共済年金、健康保険、

福祉事業（人間ドック、貸付、貯金等）を実施。

　（3）職員の福利厚生の状況

　地方公務員法に基づく福利厚生については、京都府市町村職員厚生会に加入し、医療費助成・見舞金等

の給付事業やスポーツ大会等の健康回復事業等を実施。

　（4）職員の公務災害等の状況

　地方公務員法に基づく公務災害等については、地方公務員災害補償基金京都府支部に加入し、職員の

公務上の災害又は通勤による災害に対して保証を行う。（当該年度実績）

件

件

京都府市町村振興協会主催

税外債権研修会 3

議会運営実務研修会 1

トップセミナー 2

新規採用職員基礎研修 7

仕事の効率化を実現するためのテクニック 3

自治体における訴訟実務 1

その他団体等主催

安全運転技能講習（安全運転診断） 2

資格取得講習等

区分 認定件数

公務災害 0

通勤災害 0

区分 受験者数

定期健康診断 39

人間ドック 3



9　公平委員会の状況

　（1）勤務条件に関する措置要求の状況

　職員は、給与等勤務条件に関して、本組合が適正な措置を講じるよう公平委員会に対し要求ができる。

件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 件

件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 件

件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 件

　（2）不利益処分に関する審査請求の状況

　職員は、懲戒等その意思に反する不利益な処分に関して、公平委員会に対し審査請求ができる。

件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 件

件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 件

件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 0 件 件

10　障害者である職員の任免状況

　障害者である職員の任免状況は以下のとおり。（令和5年4月1日現在）

人 人 ％ ％ 人

11　女性活躍推進法に基づく取組の実施状況

　（1）女性活躍推進法第19条第6項に基づく取組の実施状況（令和5年度実績）

　　①職員募集においては、廃棄物処理という技術業務が中心となっている当組合独自の事情がある中でも、女性が

活躍できるような業務内容の整理・施設整備を整え、職域の拡大を図った。

　　②出産を控えている全ての職員に対し、制度の活用推進に関する助言を管理職員や総務課が行った。

　（2）女性活躍推進法第21条に基づく女性の職業選択に資する情報（令和5年度実績）

一部容認 全部否認

給与 0 0

その他 0 0

区分
令和5年度末

係属件数

令和5年度

令和5年度末
係属件数

新規
請求
件数

処理件数

判定
却下 取下げ

全部容認

計 0 0

区分
令和5年度末

係属件数

令和5年度

令和5年度末
係属件数

新規
請求
件数

処理件数

判定

0

その他 0 0

計 0 0

却下 取下げ
全部容認 一部容認 全部否認

懲戒 0

法定雇用障害者
数の算定の基礎
となる職員の数

障害者の数 実雇用率 法定雇用率
法定雇用障害者数を達成するために

採用しなければならない障害者数

43 4 9.3 2.6 0



　　①採用した職員に占める女性職員の割合

　新規採用職員1名中　　　0人

　　②職員に占める女性職員の割合

　全職員40名中　　　4人（10％）

　　③男性職員の配偶者出産休暇取得率及び平均取得日数

　（対象男性職員なし）


